


令和５年３月末現在

市町村 農園名 市町村 農園名

① 北杜市 高根クラインガルテン ⑩ 甲州市 一葉やさい文学館
② 北杜市 アグリーブルむかわ ⑪ 大月市 大月ふれあい農園・さるはし

③ 韮崎市 韮崎市宮久保市⺠農園 ⑫ 大月市 大月ふれあい農園・やながわ
④ 韮崎市 韮崎市若尾市⺠農園 ⑬ 丹波山村 丹波山村クラインガルテン
⑤ 南アルプス市 南アルプス市汗かき農園 ⑭ 上野原市 神野ふれあい農園
⑥ 南アルプス市 南アルプス市クラインガ

ルテン（中野エリア）
⑮ 上野原市 ふるさと⻑寿館体験農園

⑦ 南アルプス市 南アルプス市クラインガ
ルテン（湯沢エリア）

⑯ 道志村 道志体験農園

⑧ 身延町 身延町リンケージ農園 ⑰ 山中湖村 山中湖花の都公園10坪農園
⑨ 甲斐市 甲斐敷島梅の里

クラインガルテン

県外の⽅が利⽤できる主な市⺠農園

※上記以外の市⺠農園（・赤の点）については、
https://www.pref.yamanashi.jp/noson-sink/documents/r5siminnouenitiran.pdfを参考にしてください。

※農園開設者の希望により、情報を公開していない農園もあります。



県外の⽅が利⽤できる主な市⺠農園⼀覧（詳細）
①高根クラインガルテン
(日帰り・滞在型)

市町村名：北杜市
農園面積：32,421㎡
設置区画数：288区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：高根クラインガルテン
【TEL:0551-20-7211】

②アグリーブルむかわ
(滞在型)

市町村名：北杜市
農園面積：2,829㎡
設置区画数：14区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：アグリーブルむかわ
【TEL:0551-26-3880】

③韮崎市宮久保市⺠農園
(日帰り)

市町村名：韮崎市
農園面積：1,000㎡
設置区画数：30区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：韮崎市役所産業観光課農林振興担当
【TEL:0554-20-1833】

④韮崎市若尾市⺠農園
(日帰り)

市町村名：韮崎市
農園面積：960㎡
設置区画数：24区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：韮崎市役所産業観光課農林振興担当
【TEL:0554-20-1833】

⑤南アルプス市クラインガルテン中野エリア
(滞在型)

市町村名：南アルプス市
農園面積：17,994㎡
設置区画数：22区画
1人あたりの貸付期間：5年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：南アルプス市農政課
【TEL:055-282-6207】

⑥南アルプス市クラインガルテン湯沢エリア
(日帰り・滞在型)

市町村名：南アルプス市
農園面積：8,597㎡
設置区画数：36区画
1人あたりの貸付期間：5年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：南アルプス市農政課
【TEL:055-282-6207】



⑧甲斐敷島梅の里クラインガルテン
(日帰り・滞在型)

市町村名：甲斐市
農園面積：44,485㎡
設置区画数：77区画
1人あたりの貸付期間：5年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：甲斐市役所建設産業部農林振興課
【TEL:055-278-1707】

⑫大月ふれあい農園（やながわ）
（日帰り）

市町村名：大月市
農園面積：7,692㎡
設置区画数：174区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：大月市産業観光課農林振興担当
【TEL:0554-20-1833】

⑬丹波山村クラインガルテン
(日帰り・滞在型)

市町村名：丹波山村
農園面積：1,654㎡
設置区画数：5区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：丹波山村振興課
【TEL:0428-88-0211】

⑭神野ふれあい農園
(日帰り)

市町村名：上野原市
農園面積：6,130㎡
設置区画数：148区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：上野原市経済課農村地域づくり担当
【TEL:0554-62-3119】

⑯道志体験農園
(日帰り)

市町村名：道志村
農園面積：4,292㎡
設置区画数：43区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先：道志村役場産業振興課
【TEL:0554-52-2114】

⑰山中湖花の都公園１０坪農園
(日帰り・滞在型)

市町村名：山中湖村
農園面積：5,117㎡
設置区画数：81区画
1人あたりの貸付期間：1年
一人あたりの利⽤料金(円/年)：下記連絡先へ
連絡先:（株）山中湖観光振興公社（花の都公園）
【TEL:0555-62-5587】



山梨県の主な農産物

【農産物のお求めについて】
県内の農産物直売所については、山梨県農政部販売・輸出支援課のホームページ
「 https://www.pref.yamanashi.jp/nou-han/chokubai/guidemap.html」を参考にしてください。



ガイドマップ
コメント

山梨県外の⽅も利⽤可能な主な市⺠農園を掲載しています。県内にはこの他にも
多くの市⺠農園が開設されています。

市⺠農園とは
市⺠農園とは、主に農家以外の⽅や都市住⺠の⽅々がレクリエーションとしての
自家⽤野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、また、生徒・児童の体験学習など
多様な目的で、小面積の農地を利⽤して野菜や花を育てるための農園のことです。
⼆拠点居住や、都市住⺠の移住の第⼀歩としても注目されています。

山梨県内の市⺠
農園について

山梨県内には、法律（特定農地貸付法、市⺠農園整備促進法）に基づき開設した
市⺠農園が77カ所（R5.3⽉末）あります。その中で、宿泊施設を伴う市⺠農園（滞
在型）は高い人気があり、応募枠は早く埋まってしまうとのことです。利⽤を希望
する場合は、早めの問い合わせが必要です。
宿泊施設を伴わない⽇帰りの市⺠農園の場合は、⽐較的空きが多いので、利⽤を希
望する市⺠農園に、空き状況や募集期間等をお問い合わせください。
また、県内には、法律に基づかない市⺠農園(農園利⽤⽅式と呼ばれる）も開設さ
れており、利⽤者同士のふれあいを大切にした人気の高い農園もあります。これら
の募集情報は、インターネットや田舎ぐらし関係の雑誌などが参考になります。


